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研究要旨 わが国のアルコール関連問題に関する実態を明らかにし、あわせてアルコール関連問題の教

育・啓発ならびに予防に資することを目的に、アルコール関連問題の時系列データを中心とするデータベ

ース構築を課題とした。その結果、１）入念なデータソースの探索によって、医療保健福祉にとどまらず

司法、消費経済、交通など多岐にわたる、多様な関連統計が既存データとして存在し利用できることが判

明した。そしてアルコール関連問題が多側面にわたる生活障害問題であることが改めて判明した。２）デ

ータベース研究の成果をさらに社会的に還元して活かすためには、インターネットでのサイト利用が有力

であり、集積された２８のデータソースを元にアルコール関連問題サイト（ＡＲＰＳ）を立ち上げ今回の

研究成果を社会的に公表した。３）データベース構築を通じたモニタリング研究の成果は、飲酒に関連す

るわが国の公衆衛生状況の推移と現状をモニタリングし、従前からの対策の評定ならびに課題を明らかに

することで、国のアルコール関連問題対策に示唆的な情報を提供できる可能性を秘めていること、および

４）アルコール関連問題への政策的対応としては、アルコール依存症者を主要なターゲットとしてきた従

前からのアプローチに加え、社会的飲酒者、とりわけアルコール依存症予備軍といわれる大量飲酒者をタ

ーゲットとするポピュレーション・アプローチをもっと明確に位置づけ、取り込む必要性を考察した。 

 
 
 

Ａ．研究目的 

わが国の飲酒並びに飲酒問題に関する実態

を時系列的な動向として明らかにし、アルコー

ル関連問題の行政的モニタリングならびに予

防に、またあわせてアルコール関連問題教育啓

発に資することを目的にするものである。 

 

Ｂ．研究方法 

この目的のため、アルコール関連問題に関す

る時系列データベース構築を課題とした。具体

的には、アルコール関連問題に関する各種時系

列データソースの探索、確認、選別、資料収集 

 

 

データ入力という一連の作業を通じて、アルコ

ール関連問題データベースを構築することに

した。 

各年度において各種統計の探索から始め、新

規データのリストアップならびに既収集デー

タの補充、更新、修正作業を積み重ねた。デー

タ探索にあたってはその基準としてできる限

り、１）全国データであること、２）時系列的

トレンドが確認できるものという２つを設定

したが、これに加えて３）上記２条件を満たさ

ない場合でも貴重なデータは将来の可能性を

考えて採択する、の３つである。これらの構築

されたデータベースを援用し、データの加工や



アップデート、保守管理、アクセスサイトの設

定などを試み、その問題点、課題を明らかにす

るものである。 

研究倫理に関しては、公的統計を中心に既存

のデータを収集することが中心的課題となる

ため、通常的な配慮を除いては特別な倫理的配

慮を必要としないものである。 

 

Ｃ．結果 

１）データの探索と選別、確定、収集 

アルコール関連問題データベースの作成に

当たり、先ずどのような関連データがあるのか

を探索しリストアップする作業が必要となり、

この作業から着手した。このリストアップ作業

は３年間にわたって進行継続され、新規に関連

データがあることが判った段階で、その都度リ

ストに追加増補された。さらにリストに挙げら

れた関連データについて、①データの有無およ

び出所の確認、②入手可能性、③データ範囲（デ

ータ入手期間、定義などの中途変更の有無）の

確定、という手順で作業が進められた。 

具体的には、アルコールに関係のあると思わ

れるデータを広くあたり、時系列データとして

構築し得るか否かの可能性について調べ検討

を加えた。探索されたデータの中には、データ

入手可能期間が比較的短いもの、途中で分類、

定義ないしは診断基準が変更されたもの、最近

になってデータの収集が中断しているものな

どが散見される。こうしたデータ特性について

確定作業を行い、なんとか継時的につながるデ

ータで入手可能なものを絞り込む作業を行っ

た。その上で確定されたデータについて、その

所在および出典、年度を明らかにした一覧を作

成した。具体的に収集された項目は以下のよう

な２８項目に達した。 

 

 

 

 

▼Ⅰ.飲酒行動 

▲1.飲酒人口 
1)成人飲酒人口 

2)習慣飲酒者割合 

▼3)未成年者飲酒 

3)-1 首都圏高校生現在飲酒者 

3)-2 非大都市圏飲酒経験者 

 

▲2.飲酒量 
4)-1 一人当たりル摂取量 

4)-2 国民栄養調査 

5)大量飲酒者 

 

▲3.ストレス対処としての飲酒  
6)平成１２年調査 

7)継時比較 

 

▼Ⅱ.経 済 

▲4.酒類製成・酒税 
8)製成量 

9)酒税・歳入比率 

▲5.酒類消費・販売 
10)世帯酒類消費金額 

11)自販機設置台数 

 

▼Ⅲ.精神保健医療 
▲6.アルコール関連疾患 

12)推計患者数 

13)死亡者数 

▲7.相談指導教育 
14)精神相談延べ人員 

15)精神保健訪問指導 

16)衛生教育開催数 

 

▼Ⅳ.犯罪・事故・保護 

▲8.犯罪 
17)アルコール中毒者犯罪 

18)刑法犯中比率 

▲9.事故・取締り 
19)飲酒運転取締件数 

20)飲酒運転事故 

21)車両保有台数（＊） 

22)運転免許者数（＊） 

23)飲酒運転死亡事故 

24)不慮の事故 

▲10.保護 
25)酔っ払い保護 

25)-1 全国 

25)-2 東京都 

26)急性アルコール中毒搬送人数 

 

▼Ⅴ.家族問題 

▲11.離婚 
27)調停離婚申し立て理由 

28)年次変化 

 

 



 

２）データベース情報のアルコール関連問題

サイトへの立ち上げ、公開 

収集された上記のデータベース情報をアル

コール関連問題サイトとして立ち上げ、継時ト

レンドデータとしてグラフと“一口解説”をセ

ットに公開した。参考までに末尾の図１にその

１例を示した。サイト上では情報が閲覧しやす

いように、大分類・中分類・具体的データの３

つのレベルにツリー構造化し明示した上で、関

心のあるデータをクリックすることによって

直接画面が現れるように工夫した。 

さらに今後定期的に統計情報のアップデー

トが容易にできるように、グラフを統計情報と

リンクさせた。公開されたアルコール関連問題

サ イ ト 名 は Ａ Ｒ Ｐ Ｓ （ Alcohol-related 

Problem Site ） と し 、 Ｕ Ｒ Ｌ は

http//www.nara-wu.ac.jp/life/family/shimi

zu である。 

 

３）データベース化されたアルコール関連問

題統計情報 

 個々には既に刊行されている平成１３年

度および１４年度の報告書に詳しい。そこで１

５年度増補分も含めて、データから読みとれる

統計情報の概要についてのみ以下に記すこと

にする。 

a) 戦後の酒類製生量は、高度経済成長期の

1955 年～1975 年の２０年間で４倍強までに増

加する激増トレンドを、またこれに続く低経済

安定成長期でも、伸び率こそ低下するものの引

き続き増加トレンドで推移した。他方平成年間

に入ると明らかに伸び率は停滞気味になり、停

滞トレンドに変わった。 

b) 飲酒人口は 1980 年代までは急速に、1990

年代以降はゆるやかに増加の傾向を示してき

た。とりわけ女子の飲酒人口の拡大には著しい

ものが認められる。 

c)男子の場合、飲酒によるストレス発散は昭

和時代には急速に増大していたものが、平成年

間に入ると減少し始めている。女子の数値は男

子に比べて大変低く、飲酒によるストレス解消

はやはりまだ男性中心であることがわかる一

方、男子とは反対に 1979 年の 1.8%から 2000

年の 8.7%へと確実に増大している。 

d) 患者動向では、1980 年代後半からはアル

コール依存症入院患者の減少が、次いでは

1990 年代に入るとアルコール性肝硬変入院患

者も減少パターンを示すことが判明した。 

e) 非アルコール性を含む肝硬変死亡者数は、

数次にわたる診断基準の改変にもかかわらず、

基本的に戦後一貫にして増加傾向にあったこ

とが判明した。アルコール性肝硬変死亡者は、

男女とも少なくとも 1990 年以降は確実に増加

トレンドに入った。またそれ以前は一貫しては

いないものの減少トレンドにはなく、大まかに

は横這い傾向にあった。 

f) アルコール依存症死亡数は増加トレンド

と減少トレンドを繰り返して推移した一方、ア

ルコール精神病死亡数は増加期、安定期、減少

期とトレンドの位相変化がパターン化できる

ほどに比較的安定的な動きを示して推移して

きた。 

g) 急性アルコール中毒死亡者数は、1970 年

代半ばに１３０人台のピークに達し、その後減

少に転じ、最近では１０人台でピーク時のおよ

そ１０分の１程度に減少している。 

h) 酔っぱらい保護件数は、ほぼ一貫して泥

酔者保護も酩酊者保護も減少してきたが、特に

昭和５０年代にこの減少傾向が顕著であった。

また警察が取り扱う酔っぱらい保護は主に泥

酔者であることも明らかにされた。  

i) 自動車両ならびに運転者数の増加にもか

かわらず、飲酒運転違反件数は必ずしもこれら

と共に増加をすることはなかった。むしろ「酒

酔い運転」は逆に減少した。 

j) アルコール中毒者の犯罪は、全体的傾向

としては減少トレンドであったものの、1990



年代にはいると減少トレンドは横這いに転じ

ている。アルコール中毒者に多い罪種は窃盗犯

である。 

k) 長期トレンドパターンとしてみると、①

長期トレンドとして基本的に減少傾向を示し

ているのが、過飲による離婚請求申し立て件数

であり、②ある時期から明らかな減少パターン

を示すものとしては酒類自動販売機設置台数

ならびに酔っぱらい保護件数、③減少パターン

が停止して横這いあるいは増加パターンに転

じたものとしてはアルコール中毒者による犯

罪があげられる。④反対に飲酒人口および急性

アルコール中毒による搬送数はほぼ一貫して

増加パターンをたどってきたことが判明した。 

  

Ｄ．考察とまとめ 

 １）モニタリング研究とアルコール関連問

題対策 

冒頭でも触れたが、厚生労働省の「健康日本

２１」政策の中でアルコールに関しては、研究

調査の推進がその課題の一つとして挙げられ

ている。これまでもアルコールと健康に関する

多くの研究がなされてきた。それらは主に 1)

医学的研究であり、2)ある特定機関のデータを

扱うものであったり、3)仮に多施設ないしは全

国横断的研究であってもある一時点に関する

観察であった。こうした従前からの研究の中で

ほとんど欠落状態にあるともいうべき課題の

一つは、アルコールと国民保健（public 

health）に関するモニタリング研究である。モ

ニタリング研究は元来実践的、政策的意義の強

いアプローチであるものの、これまで十分な関

心が払われてきたわけではない。 

本研究はこの未着手の研究課題を扱ったも

のである。しかしそれは単に新しい研究テーマ

というだけでなく、とりわけ数値目標の設定と

その達成度が厳しく問われる「健康日本２１」

の推進にあたって、絶対に不可欠となる国民保

健の継続的実態把握－これがモニタリング研

究である－を研究面から支える、政策推進サポ

ート研究の点からも今後も含めて大いに意義

のある研究といえる。 

本研究がデータベース構築を通じて目指し

たモニタリング研究の成果は、臨床的ならびに

基礎的なアルコール関連研究とともに、飲酒に

関連するわが国の公衆衛生状況の推移と現状

をモニタリングし、従前からの対策の評定なら

びに課題を明らかにすることで、国のアルコー

ル関連問題対策に示唆的な情報を提供できる

可能性を秘めている。それは多くの国で、アル

コール関連問題の情報センターやクリアリン

グ・ハウスサービスを備えていることでも窺い

知ることができる。 

 

２）ポピュレーション・アプローチの要 

２８種類もの時系列データを探索、収集がで

き、さらにこれらのデータから戦後日本のアル

コール関連問題の動向が浮き彫りにできた。特

に、長期トレンドとして基本的に減少傾向を示

している問題、ある時期から明らかな減少パタ

ーンを示している問題、減少パターンが停止し

て横這いあるいは増加パターンに転じている

問題、さらに一貫して増加パターンをたどって

きた問題、が識別整理された。 

ところでアルコール依存症・精神病患者がた

かだか２万人規模であること考えてみれば、ア

ルコール関連問題を支えてきたものは、実は患

者化していない大量飲酒者あるいは社会的飲

酒者であることが容易に理解される。すなわち、

アルコール関連問題が一部の重篤なアルコー

ル依存症者によって引き起こされているに留

まらず、その数値のスケールから見てごく一般

の社会的飲酒者も各種のアルコール関連問題

の生成には少なからず関与しているのである。

既にアルコール依存症入院患者の病態像の軽

症化が指摘され、プレアルコホリクスの処遇が

今後の課題とされている（清水ほか,1999）が、

今回のマクロ時系列統計データ分析が示すも



のも、類似の動向を示すものと理解される。同

様に今回の研究結果を受けて想起されるのは、

ＷＨＯによるアルコール関連問題に関する東

京宣言である。その勧告文は以下のように述べ

ている。「経済、社会および健康に対してアル

コール関連問題が与える損害は、大量飲酒者及

び一般飲酒者の双方が受けたものを包含して

いる。大量飲酒者は深刻なアルコール関連問題

を経験しやすいが、一般飲酒者集団がより大き

な規模であるために、一般飲酒者が経験する問

題はより多数にのぼる。したがって、アルコー

ル関連問題の減少を達成するためには、大量飲

酒者および一般飲酒者の双方に働きかけるべ

きである。」 

いわゆるポピュレーション・アプローチが、

ハイリスク・グループへの予防的介入とあわせ

て、アルコール関連問題全般の予防にとって特

に必要な問題領域であることが理解されるの

である。 

 

３）データベースの活用 

サイトＡＲＰＳにはアルコール関連問題の

関係機関へのリンクを貼り付けた。リンク先機

関は、厚生労働省、全国の精神保健福祉センタ

ー（長野県精神保健福祉センター作成）、特定

非営利活動法人ＡＳＫ(アルコール薬物問題全

国市民協会)、社団法人アルコール健康医学協

会、米国国立研究所（National Institute on 

Alcohol Abuse and Alcoholism、NIAAA）など

である。 

今後の課題としては、アルコール関連問題関

連の学会（日本アルコール関連問題学会、日本

アルコール関連問題ＳＷ学会等）や中高等学校

保健関係サイトなどにもリンク先をのばすと

ともに、反対にリンク先からもＡＲＰＳにリン

クして閲覧できるような情報ネットワークの

整備拡張が望まれる。 

当然情報アップデートを含めた定期的なサ

イト保守管理も今後の大きな課題となる。 

４）まとめ 

アルコール関連問題のモニタリング研究の

結果、以下の事実が明らかとなった。 

１）数あるアルコール関連問題データソース

の内、平成１３年度からの３年間で収集された、

設定基準に適合するアルコール関連問題トレ

ンドデータは２８種類に達した。それも医療、

精神保健福祉、公衆衛生、司法、消費経済、交

通など多岐にわたり、アルコール関連問題が多

側面にわたる問題であることが改めて判明し

た。 

２）これらのデータはその長期動向によって、

①基本的に減少傾向を示している問題、②ある

時期から明らかな減少パターンを示している

問題、③減少パターンが停止して横這いあるい

は増加パターンに転じている問題、さらに④一

貫して増加パターンをたどってきた問題、と識

別整理された。 

３）特にマクロ統計としての酒類消費量や飲

酒人口モニタリング結果からすると、アルコー

ル関連問題対策効果の他に、経済社会の動向、

若者を中心とする健康的ライフスタイル志向

等の要因が大きいことが推測された。また飲酒

運転やその結果の交通事故・死亡は、法改正な

どの制度的改変の影響が最も強い様が浮き彫

りにされた。 

４）他方、データの時系列一貫性については、

その継続性、定義やカテゴリーの変更など、公

式統計といえども問題が少なくないことも判

明した。 

５）収集蓄積したデータをアルコール関連問

題サイト（ＡＲＰＳ）としてイターネットによ

る公開を行った。その結果、サイトとして公開

してゆくにあたってのいくつかの問題が浮か

び上がった。データの範囲とデータベースとし

ての完成度の理解伝達、サイト管理、データの

公表許可については、万全を期すためさらなる

工夫と慎重な検討が必要と思われた。 

 



Ｅ．結論   

３年間にわたる研究の全体的な結論を述べ

れば次のようになる。１）入念なデータソース

の探索によって、犯罪関係、酔っぱらいや離婚

などの生活障害関係など、より幅の広い多様な

関連統計が既存データとして存在し、利用でき

ることが判明した。そしてこれらのマクロ時系

列統計データベースの構築によるモニタリン

グ研究は、問題の背景を考え、対策を検討する

にあたって寄与するところ大きいことが示唆

された。２）データベース研究の成果をさらに

社会的に還元して活かすためには、インターネ

ットでのサイト利用が有力であり、アルコール

関連問題サイトを立ち上げ今回の研究成果を

社会的に公表した。これとあわせて関係機関、

団体との連携を密にしてデータベースの活用

をよりスムーズにしてアルコール関連問題の

教育啓発に資する方法に関してさらなる工夫

と努力が期待される。３）アルコール関連問題

への政策的対応としては、アルコール依存症者

を主要なターゲットとしてきた従前からのア

プローチに加え、社会的飲酒者、とりわけアル

コール依存症予備軍といわれる大量飲酒者を

ターゲットとするポピュレーション・アプロー

チをもっと明確に位置づけ、取り込む必要性が

あるといえる。 
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図１：アルコール関連問題サイト画面例 
 

 
 
 

 


